
【青森県上北郡おいらせ町議会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年第３回 
 

 

おいらせ町議会定例会 

 

予算特別委員会 

記録第２号 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１－ 

おいらせ町議会 平成２８年決算特別委員会記録 

おいらせ町議会   平成２８年決算特別委員会記録第２号 

招 集 年 月 日 平成２８年９月７日（水） 

招 集 の 場 所 おいらせ町役場本庁舎議場 

開 会 平成２８年９月８日 午前１０時００分 委員長宣告 

閉    会 平成２８年９月８日 午後 ０時３５分 委員長宣告 

応 招 議 員 

氏   名 氏   名 

澤 上   勝 澤 上   訓 

木 村 忠 一 髙 坂 隆 雄 

田 中 正 一 平 野 敏 彦 

 山   忠 川 口 弘 治 

吉 村 敏 文 澤 頭 好 孝 

西 館 芳 信 西 舘 秀 雄 

佐々木 光 雄 松 林 義 光 

沼 端   務 馬 場 正 治 

‥‥‥以下余白‥‥‥ 

欠 席 議 員 
３番  木 村 忠 一  １０番  澤 頭 好 孝 

 

会議事件説明
のため出席し
た者の職氏名 

 
 

職     名 氏   名 職     名 氏   名 

町 長 三 村 正太郎 教 育 長 福 津 康 隆 

総 務 課 長 小 向 道 彦 分庁 サービス 課長 松 林 政 彦 

企 画 財 政 課 長 成 田 光 寿 まちづくり防災課長 田 中 貴 重 

税 務 課 長 小 向 仁 生 町 民 課 長 澤 田 常 男 

環 境 保 健 課 長 松 林 由 範 介 護 福 祉 課 長 倉 舘 広 美 

農 林 水 産 課 長 西 舘 道 幸 商 工 観 光 課 長 松 林 光 弘 

地 域 整 備 課 長 澤 口   誠 会 計 管 理 者 北 向   勝 

病 院 事 務 長 小 向 博 明 学 務 課 長 泉 山 裕 一 

社会教育・体育課長 柏 崎 和 紀 選挙管理委員会委員長 相 坂 一 男 

農 業 委 員 会 会 長 山 崎 市 松 監 査 委 員 名古屋 誠 一 

選挙管理委員会事務局長 小 向 道 彦 農業委員会事務局長 西 舘 道 幸 

監査委員事務局長 中 野 重 男   



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２－ 

本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名 

事 務 局 長 中 野 重 男 事 務 局 次 長 小 向 正 志 

 臨 時 職 員 吉 田 美 里   

事 件 題 目 

１ 認定第１号 平成２７年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定について 

２ 認定第２号 平成２７年度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

３ 認定第３号 平成２７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

４ 認定第４号 平成２７年度おいらせ町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

５ 認定第５号 平成２７年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

６ 認定第６号 平成２７年度おいらせ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

７ 認定第７号 平成２７年度おいらせ町公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

８ 認定第８号 平成２７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

９ 認定第９号 平成２７年度おいらせ町病院事業会計決算認定について 

 

 

 

 

 

 

発言者 発 言 者 の 要 旨 

 

事務局長 

（中野重男君） 

 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 

着席ください。 

 

吉村委員長  おはようございます。 

ただいまの出席委員数は１４人です。 

定足数に達しておりますので、直ちに決算特別委員会を開きます。 

 

 （開会時刻 午前１０時００分） 

 

吉村委員長 なお、澤頭好孝、木村忠一委員は欠席であります。 

山崎市松農業委員会会長、本日、所用のため欠席との申し出がありましたので、
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報告をいたします。 

 

吉村委員長  ここで環境保健課長より、馬場委員からの質疑についての答弁漏れがあり、答

弁したいとの申し入れがありましたので、これを許します。 

環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（松林由範君） 

 それでは、昨日のがん検診、クーポンの受診者の数について訂正がありますの

で、ここで答弁させていただきます。 

昨日、がん検診クーポンで受診した数について答弁いたしましたが、あの数値

につきましては、町が実施している無料招待券の数でございまして、そのほかに

国が実施している無料のクーポンの数が入っていない数字でございましたので、

それが入った数字を再度ご報告させていただきます。 

胃がん検診については、昨日と同じで６６、大腸がん検診については、国が１

９６ございますので、２６１、肺がん検診は変わらず６７、乳がん検診が国の検

診が１４６ありますので２０８、子宮がん検診が国の検診が１０１ありますの

で、合わせて１７９。合計で７８１件ということになります。 

なお、町の無料のクーポンの受診についてですが、これは平成２７年度から開

始したもので、４０歳、ほとんどの方が最初に検診を受ける年齢のがん検診の方

について無料で招待券を発行するというものでございまして、胃がん、大腸がん、

肺がん、乳がん、子宮がんを対象にして実施しているものでございます。 

以上でございます。 

 

吉村委員長  これより、議事に入ります。 

 本委員会に付託されました認定第１号から認定第９号までの９認定議案のう

ち、昨日は認定第１号、平成２７年度おいらせ町一般会計歳入歳出決算認定につ

いてまでの審査が終わっています。 

よって、本日は、認定第２号、平成２７年度おいらせ町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定についてからの審査を行うことになります。 

これより、議事に入ります。 

認定第２号、平成２７年度おいらせ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者。 

 

会計管理者 それでは、認定第２号についてご説明いたします。 
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（北向 勝君） 主要施策の成果、１２３ページをごらんください。 

まず決算規模でございます。 

第１表決算規模及び収支の推移をご参照ください。 

区分の欄、歳入決算額ですが、右端に記載の平成２７年度決算額は、３１億９，

０６７万６，０００円となります。 

また、歳出決算額は３１億６，３２０万１，０００円となります。 

歳入歳出差引額は２，７４７万５，０００円の決算額となりました。 

次に、第２表歳入決算額の状況をご参照ください。 

歳入の主なものは、１款国民健康保険税が６億８，３２９万４，０００円。 

３款国庫支出金は７億２，４２３万９，０００円。 

５款前期高齢者交付金が４億１８０万３，０００円。 

７款共同事業交付金が７億１，１８６万５，０００円となります。 

続きまして、１２４ページの第３表、歳出決算額の状況をご参照ください。 

歳出の主なものは、２款保険給付費が１７億３，３７３万４，０００円。 

３款後期高齢者支援金等が３億６，９６６万４，０００円。 

７款共同事業拠出金が７億６，５３２万９，０００円となります。 

以上で、説明を終わります。 

 

吉村委員長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑は決算書、事項別明細書により行います。 

 歳入歳出決算のうち歳入全款についての質疑を行います。決算書１１から２０

ページでございます。 

 質疑はございませんか。 

 馬場委員。 

 

馬場正治委員  国民健康保険については、県単位での運営に移行ということが決まっておりま

すけれども、現時点でどの辺まで進行しているのか。完全に県のほうに運営が移

るのはいつごろと見込まれるのか、町の考えをお聞きしたいと思います。 

 

吉村委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

(松林由範君) 

 それでは、馬場委員にお答えをいたします。 

 国民健康保険の都道府県化ということの時期の件でございますが、ただいま、

国のほうでの制度改正の法律が成立して、都道府県に移行をする年度は、平成３
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０年度からになっております。 

 現在、その以降に向けて、保険料の水準をどうするか、それからその他の医療

費等の給付方法をどうするかなど、さまざま協議する事項がございますので、現

在は、県が主催して、各圏域単位で市町村がその会議に参加をして実施している

ワーキンググループの中で、具体的な内容等について議論している状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

 

吉村委員長  馬場委員。 

 

馬場正治委員  わかりました。 

 当初の予定に比較しますと、２、３年ちょっとおくれているというふうに受け

とめます。 

 それで、２年後、平成３０年度からということですけれども、当町の健康保険

の保険料、健康保険税ですね。県内自治体でも高いほうという認識がありますけ

れども、見込みとして県の運営になった場合に、４０自治体全てが同じ保険料に

なるのか、あるいは自治体ごとにある程度保険料が異なるやり方になるのかとい

うことが１つ。 

 現在の当町の健康保険税よりも、高くなると考えられるのか、安くなると考え

られるのか、それから県の運営に完全に移行した後、町に残る事務、どのような

仕事が残るのか、あるいは滞納に対する徴収事務等も町に残るのか、県が全てや

るのか、その辺の考えをお聞きしたいと思います。 

 

環境保健課長 

(松林由範君) 

 それでは、お答えをいたします。 

 まず、第１点目の保険税の見込みということでございますが、保険税の見込み

については、現在のところ、まだ数値等は県のほうからは公表されておりません。 

 ６月の議会のときに、システムの改修費を計上させていただきましたけれど

も、それによって全市町村のデータを県が集約をして、それで計算をして示すと

いう段取りになっております。 

 ですから、今の時点で、現在より高くなるか、低くなるかについては、ちょっ

と判断ができない状況です。 

 それから、保険料として統一するのかということにつきましては、県のワーキ

ンググループのほうでは、３０年度、いわゆるスタートのときからの統一は行わ

ないということにして、移行した後、状況を見ながら段階的にその辺のところは

調整をしていく方向で、今、考えているということでございます。 
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 それから、町の事務につきましては、基本的には財政の運営そのものが県に移

るほかは、従来とほぼ同様ということになるということでございます。資格管理、

いわゆる加入、離脱、それから保険料の賦課、徴収の事務、それから保険給付の

事務、それから保険事業等も従来どおり実施をしていくということで、今、進め

ているところでございます。 

 以上です。 

 

吉村委員長  次、平野委員。 

 

平野敏彦委員  私は会計決算書の１５ページ、それから１２ページに絡めて質問させていただ

きます。 

 この決算を見ますと、国民健康保険税そのものが収入済額で６億８，３００万、

そして不納欠損額が３，３００万。収入未済額が３億３，３００万というふうな

形で出ていますけれども、審査意見書のところで、トータル的に見てみますと、

調定額が５，４６３万４，０００円に対して、不納欠損額が、今、言ったような

３，３００万、それから収入未済額が３億３，７００万。収納率で６４．８％と

いうようなことの数値が出ています。 

 監査の講評の中にもありますけれども、収納率が低いというのは、保険の原資

になっている部分では問題だというふうに指摘をされておりまして、私もなるほ

どなと思います。 

 それで、お聞きしますけれども、不納欠損額、収納未済額、トータル的にいき

ますと、約３億７，１００万。全体の調定額から見ますと、３５．２％というふ

うな数値になると思いますけれども、これはどのように捉えているのか、今の現

状で言ったら、もう限界だというふうな形で捉えているのか、ここの点、１点。 

 それから、この収納率を高める方法というようなことで審査意見書のほうでも

指摘しているわけですから、高める方法はないのか、税の場合もそうですけれど

も、今の現行体制の場合ですと、なかなか方法がないような感じを受けましたけ

れども、このままでいきますと、私はどうしても税が優先的に徴収されて、２番

手にこの保険税になっているのかなというふうな思いもあります。 

 そういうふうな意味では、この収納率を高める担当課としての独自のアイデ

ア、そういうふうなものがあったら示していただきたいと思います。 

 それからもう一点は、この主要施策の成果のところで１２４ページのところで

すけれども、この１２３ページのところでは、繰入金が２億７，９０１万９，０

００円あります。これらを見ますと、一般会計からの繰入金、それから基金繰入

金が４，４７９万９，０００円あります。 
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 昨日の一般会計の財産に関する調書を見ますと、国民健康保険の２７年の基金

残高が８，９７７万７，０００円になっておりますけれども、これが会計への繰

入金が４，４７９万９，０００円減額になって、この額だというふうなことです

から、そうすると、この基金の今年度の残高の見込みというのはどのぐらいにな

るのか、この半分になるのか、これらの見込みについても、ぜひお知らせをいた

だきたいと。 

 それから、主要施策のほうの１２５ページでは、不納欠損の状況が出ています。

ほとんどが無財産、これが人数的にいきますと、２４人、それから税法の１８条

関係で２８１人とありますけれども、この無財産というのは、財産がなければ、

私は保険税そのものもそんなに資産割が入ってきませんから高額にはなってい

ないような気がするのですが、これらについては、なぜほとんど財産がない、所

得もない人が低額の保険税が課されているというふうに思うのですけれども、こ

の中身がちょっと理解できませんので、この２４人あるわけで、ここのところも

ひとつ説明いただきたいと。 

 それから、収納対策、収納率を高めるためには、私、これを見て納税貯蓄組合

の奨励金の交付状況を見ました。組合数が１３５あって、取扱高が２億４，４０

０万あるわけですね。交付額が２２８万７，０００円が組合に交付されているわ

けですけれども、今、納税貯蓄組合数が奨励金がゼロになるというふうなことで、

私も組合に入っていたのですけれども、もう何年かずっと前に解散しているわけ

ですよ。それが今も続いているというふうなことで、これが１３５組合あるわけ

で、これらについては、いつまで続くのか、私はこの今の保険の収入未済が多い

のも、逆に言ったら組合数をふやして、組合でいろいろな意味で対応してもらっ

たほうが効果が上がるのではないかなと、私、思うのですけれども、町税も含め

てトータル的にいきますと、相当の額が滞納になっているわけですから、これら

の活用の仕方、将来見通し、これについてもぜひお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

吉村委員長  税務課長。 

 

税務課長 

（小向仁生君） 

 平野委員にお応えいたします。 

 まず、１点目の不納欠損と収入未済額の合計の金額が多過ぎて、今後の見通し

はどうするのかというふうなことなのですけれども、確かに不納欠損、収入とも

に、今回、前年に比べて大きくなっております。 

 その理由なのですけれども、まずは滞納整理機構に依頼してあった物件が、当
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町に戻されてきたと。要するに、取り立てができないというふうなもので、その

金額が多額に上っております。 

 また、大口の即時消滅、これも２件あったことから、今回、このような数値に

なっているというふうなことでございます。 

 ですから、次年度においては、この部分がなくなると、また例年並みの１，０

００万減額になったような状況で推移するのかなというふうな思いがしており

ますけれども、ただ、時効が来た５年消滅に関しては、その５年前の金額にもよ

ってきますので、そのところは見極めていかなければいけないというふうな状況

にあるかというふうに思っております。 

 それから、収納率を高める方法なのですけれども、昨日、一般会計のほうで申

しましたように、職員一丸となって、税の収納に取り組んでいるところでありま

す。 

 ですから、先ほど平野委員も申しましたように、この国保税だけをとって、収

納率を高めるということにはなかなかいかない。全体的な収納率の高める方法を

これからも検討していかなければいけないだろうなというふうに考えておりま

す。 

 それから、無財産の２４名については、その中身については、ちょっと手持ち

資料がありませんので、後刻、お知らせしたいというふうに思います。 

 それからもう一点で、納税組合の交付額が２２８万７，０００円、これについ

て、納税組合の見通し、それから逆に納税組合を活用して、もっともっと収納率

を高めるべきだというふうなことなのですけれども。納税組合そのものに関して

は、２９年度の交付をもって終了ということになっております。 

 ですから、その後は、この納税組合の交付額というのは、当然、なくなってま

いります。 

 ただ、事務的経費の部分が残りますので、その事務的経費をどうするか。これ

を一般会計のほうと国保会計のほうで按分でもって支払うのか、それとも一般会

計、少額な金額だと思いますので、一般会計で払うのかは、今後、検討していき

たいというふうに考えております。 

 それから、組合を利用してもっと集めるべきではないかというふうなお話なの

ですけれども、組合自体は、現在、１３５あります。組合員の加入者そのものは、

確かな数字ではありませんけれども、全納税者の２０％ぐらいにしか、たしか当

たっていないというふうなことなので、これでも２０％の部分を高めて、納税率、

確かに上がるのでしょうけれども、全体的な底上げにはならないのではないかな

と。というよりは、逆に預金からの引き落とし、これらを強力に進めていく、ま

た、あとはコンビニ収納というものも、最近、各市町村で行っておりますので、
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それらも含めて、納めやすい方法等を考えていったほうがいいのかなというふう

な現在の思いであります。 

 以上です。 

 

吉村委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

(松林由範君) 

 それでは、平野委員にお答えいたします。 

 基金の残額の見込みということでございますが、２７年度末では８，９００万

余りということになっておりました。そして２８年度で、当初予算では取り崩し

を４，０００万程度見ておりましたが、今の９月補正で国庫補助金等の増額がご

ざいまして、繰入を減額して、４，０００万余り減額をしたことによって、今年

度の見込み、現時点における今年度の見込みにつきましては、８，２００万あま

りということになっております。 

 以上です。 

 

吉村委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  徴収については、今、税務課長からいろいろ説明があって、なるほどなという

ふうなことで理解をいたします。ただ、このままでいっても、私は率がよくなる

というふうな要件というのは、今、聞いてみて何もないなというふうな気がする

わけです。 

 先ほど、馬場委員が質問したとおり、今度県に移行する。それで、その財政的

な部分だけは県に移行するのだけれども、事務的な処理、それからこの滞納処理、

そういうふうなものは引き続いて町で処理していくというふうなことになって

いるわけですから、やはり、このまま残すというのは、回収方法というのは、何

らかの方法を講じなければなかなか容易ではないなというふうな思いが１つあ

りますし、今、税務課長が言っているように、コンビニとか、預金引き落とし、

私は、今、言っている意味で無財産とか、そういうふうな人方が、果たしてこの

預金引き落としとか、そういうふうなものが可能なのかどうかという疑問がある

わけです。 

 ですから、やはり前は納税貯蓄組合があるときは、やはり組合長がいろいろな

組合員に対して、切符の配布とかさまざまやったのですけれども、今度はプライ

バシーとか、そういうふうなもので、公表をする、裸にすればだめだというふう

なものもあって、組合のほうの部分についても、２９年度でこの交付金は終了す

るというふうなことですけれども、組合そのものをもう少し税の意識を高めると
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か、そういうふうなものから言ったら、いや事務交付金を出しますよというふう

なことですから、もっと活用してはどうかなと思いますし、逆に、今の町内会組

織とか、そういうふうなものにも納税するいろいろな意味での意識高揚をさせる

資料とか、そういうふうなものももっと出してもいいのではないかと。 

 実際に、町が、今、こういうふうな大きな課題で、大変ですよ、財政運営、国

保の運営についても、これから将来、このままでいきますと立ち行かなくなるこ

とになりますよとか、そういうふうな資料的な呼びかけは、私は町民にしてもい

いのではないかと。 

 ということは、ことしは確かに国の補助金、そういうふうなもので、資金が８，

２００万というふうなことですけれども、これは資金がなくなる前に、もうまた

保険料率の改定とか、そういうふうなものをしなければならないものになってい

くのではないですか。このままでいったら。 

 いろいろな意味で、収納率が上がらなければ、運営する原資が集まらないわけ

ですから、そういうふうなことでいったら、必ず保険料率を上げなければ、原資

を確保できないわけで、この辺については、担当課長、どういうふうなコメント

をしてもらえるか、ちょっとお聞きしたいと思いますよ。 

 

吉村委員長  答弁を求めます。環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（松林由範君） 

 税の収納率が国保財政運営に及ぼす影響についてどのような見解を持ってい

るかというご趣旨かと思いますが、委員ご指摘のとおり、現在のところ、幸い、

ここ数年、国保会計については、赤字にはならずに運営してきておりますけれど

も、現在の収納率の状況を考えますと、医療給付費が増加していくことによって、

基金も、今現在では８，２００万ありますけれども、４，０００万程度は現に昨

年度も繰入をしております。 

 ということになっていきますと、医療費は今後も恐らく伸びていくものと考え

ておりますので、非常に厳しい状況になるのではないかなというふうに認識をし

ております。 

 ということで、税主管課とも協力して、この対策については何とかいいアイデ

アを出してやっていかなければならないものだなというふうに考えております。 

 以上です。 

 

吉村委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  基金そのものがあと２年間で私はその、今、言っている支出の部分でも膨らん



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１１－ 

できている実態だというふうなことを聞いてみますと、果たしてこれはそのまま

対応ができるのかどうかという疑問を持つわけです。 

 その基金に移行する前に、そうすると、その保険料の改定をして移行になるの

か、財政部門での部分では、先ほどの答弁ですと、当面、県では統一をしないで

そのまま移行させますよというふうなことですから、町の判断になると思います

けれども、これらについては、この見込み的に言ったら、３０年には引き上げを

余儀なくされるというふうに私は思うのですが、課長はどう思いますか。担当課

長、見通しを示していただきたいと思います。 

 

吉村委員長  環境保健課長。 

 

環境保健課長 

（松林由範君） 

 引き上げを余儀なくされる可能性は十分あり得ると思っております。 

 何せ、医療給付費がどうなるかということに左右されるわけでございますけれ

ども、恐らく、２９年度については、現在の基金では賄えるぐらいかなとは思っ

ておりますけれども、３０年度については、もしかすれば、引き上げの検討を強

要しなければならなくなるのかなと。具体的に試算をしてその方向性を出すとい

うことまで、現在、やっておりませんけれども、県のほうの３０年度以降の保険

料率等が示された暁には、その辺のところも含めて、数年間先を見た試算をした

上で検討していくということになろうかと思います。 

 以上でございます。 

 

吉村委員長  平野委員。 

 

平野敏彦委員  町でやっている予防事業、いろいろな意味で、保険者に対して、馬場委員が質

問したように、ああいうふうな受診させるような取り組みを一生懸命やっている

わけですね。 

 ですから、そういうふうなものの事業効果を高めるためにも、私はもっともっ

ともともとサービスの部門と、それからこの保険税の意識を高める両方、こうい

うふうなサービスをします、そして、またこのサービスをするには、まずは保険

税をちゃんと納めていただかないと、これ以上サービスの拡充ができませんよと

か、そういうふうなものをつけ加えてやることによって意識が高まるのではない

かと思いますので、ぜひこれらをもっと、今、税、保険料そのものが厳しい状況

にあるというふうなものを常に機会を捉えて、訴えていくというふうな方法をと

るべきだと思うので、私は税務課長のほうは徴収するのにもう汲々としている状

況ですから、やはり所管課長としては、今、言ったような形で、町民の意識を高
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める後方支援をするというふうな考えがないか、これをお聞きします。 

 

吉村委員長  税務課長。 

 

税務課長 

(小向仁生君) 

 町民に対しての意識を高めるＰＲといいますか、アピールといいますか、その

辺の考え方なのですけれども、現在は、確かに毎月ではないのですけれども、広

報紙には掲載しておりますし、ホームページにも確かに税の状況というのはお知

らせしてあります。 

 ただ、国保に関して、先ほど言いましたように、こういう財源でもって、こう

いうサービスが行われていますよというふうなことに関しては、確かに税と対比

させたサービスというのは、今まで載せたことがないので、その辺のところをち

ょっと広報紙を活用しながらアピールしたいなというふうに思います。 

 ただ、先ほどちょっと言い忘れましたけれども、この国保に関しては、特にそ

うなのですけれども、定年退職を迎えた人たちが、社会保険から国保に加入して

いく、また何らかの理由でもって会社をやめて国保に加入していくというふうな

ことで、会社勤めのときとの収入が雲泥の格差が出てくるわけです。 

 そういうふうな状況の中で、というのは、給料も違ってくる、入ってくるお金

も違うし、また出ていくお金とすれば、保険料は、社会保険のほうは会社と折半

というふうなことで納めますけれども、国保になってくると、安い金額ではあり

ますけれども、個人で全部納めなければならないというふうな状況の中では、確

かに収入から見た場合の保険料の納める額というのは、個人の生活費の割合から

すると、ちょっと高くなっていくのかなと、そういう状況の中では、なかなか納

めにくい状況があるのかなということで、県内でも、たしか６４、６５％でこの

徴収率が推移しているというふうな状況だと思います。 

 うちも県内で言えば、２９位、３０位という位置、４０市町村のうち、高いほ

うではない数値でもって推移しているところなので、先ほど平野委員が提案され

ましたように、もっともっとアピールしていきたいなというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

 

吉村委員長  ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

次に、歳出全款についての質疑を受けます。決算書２１ページから３７ページ

です。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１３－ 

質疑ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で、認定第２号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告することにご異議ござ

いませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 

よって、認定第２号は原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 

吉村委員長 次に、認定第３号、平成２７年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者 

 

会計管理者 

（北向 勝君） 

それでは、認定第３号についてご説明します。 

主要施策の成果の１２６ページをごらんください。 

まず、決算規模でございます。第１表決算規模及び収支の推移をご参照くださ

い。 

歳入決算額ですが、平成２７年度決算額は２，２０７万４，０００円で、前年

度比２６．３％の増となります。 

また、歳出決算額は２，１８５万１，０００円で、３０．１％の増となります。 

歳入歳出差引額は２２万３，０００円の決算額となりました。 

続きまして、第２表歳入決算額の状況をごらんください。 

歳入の主なものは、３款繰入金が６１９万円。 

５款諸収入が１，４５４万６，０００円となりました。 

続きまして、１２７ページの第４表、歳出決算額の状況をご参照ください。 

歳出は、１款事業費が２，１８５万１,０００円となります。 

以上で説明を終わります。 
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吉村委員長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は決算書、事項別明細書により行います。 

歳入歳出決算のうち歳入歳出全款についての質疑を行います。決算書４５から

４９ページです。 

質疑はございませんか。 

山委員。 

 

山 忠委員 ちょっと伺いたいのですけれども、今、国ではここ何年間に無利子でいろいろ

奨学資金を貸し出すというふうなことをやるようですけれども、もし、そのよう

な状態になったときに、この貸し出しの関係はどのように変化していくと思われ

るでしょうか。教えていただければ。 

 

学務課長 

（泉山裕一君） 

今、国のほうでも取り組みをいたしておりまして、あとは国のほうでは、所得

変動型と、その所得に合わせて返還金利自体を月々の納付してもらう金額を少な

くするという取り組みも行っております。 

現在の私どものほうも、何とか給付することができないかということでいろい

ろ検討しておりまして、現在の実情をお話ししますと、全国的に昨年度からかな

りいろいろな市町村で動きをしております。 

私どもといたしましては、今後、今、金利のやつはある程度は調べたのですが、

全国の取り組み等も調べて、どういう給付型とか、どういうタイプがあるのかと

いうものを調査してみたいなということで、今、考えております。 

基本的に言いますと、基本的に奨学金というものは無利子で行われております

ので、あと私どもとして見れば、ある程度の目標の立てて行いたいと思っており

ます。 

実際的に、今回、決算のほうを見まして、ふるさと応援基金、今年度、２７年

度、かなりご協力していただいております。それでも、決算自体を見ると、やっ

ぱり基金が少し減になってくると。私どものシミュレーションも少し甘いのかな

というのが正直な話がありまして、その辺の見直し等もありまして、私どものほ

うとしては、何とか、今年度の段階で、学務課の案を示していけるようになれば

いいなということで、今、努力しております。 

国は国の動きといたしまして、町は町のほうでも、若干その辺のところを検討

していきたいと思っております。 

以上になります。 
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山 忠委員 いいです。 

 

吉村委員長 馬場委員。 

 

馬場正治委員 町が行っている奨学資金、返還不要の奨学金については、確か医師免許を取得

して、町立病院に勤務した場合は返還不要。正しくないかもしれませんが、その

制度を正確に説明していただきたいと思います。 

 

吉村委員長 ちょっと今のやつは病院会計のほうで出てきますので、そちらのほうで質問し

ていただきたいと。 

今は町の奨学資金ですから、医師のほうの奨学資金ではございませんので。 

馬場委員。 

 

馬場正治委員 先ほど学務課長の答弁の中で若干触れられていましたけれども、これからの人

材の流出、それから人口減少、そういったものの対策の１つとして、一定の条件

を付して、町の一般の奨学金についても、返還についての割引とか、あるいは返

還を免除するとか、そういった制度を創設する考えはないかとか、これから調査

するということですので、そのようになろうかと思いますけれども、そういった

ような可能性はないかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

吉村委員長 学務課長。 

 

学務課長 

（泉山裕一君） 

私どものほうでも、同じようなことを考えておりまして、やっぱり一定の条件

をつけて、こちらのほうに戻ってきてもらうということを条件にしないと、基本

的に町にとってプラスではないのではないかということを考えております。 

全国でも、私が知っている限りでは、調べている中で、そういう取り組みを行

っているところもございますので、その辺のところをもう少し詳細を調べた上

で、町検討も考えていきたいと思います。 

以上になります。 

 

馬場正治委員 研究してください。 

 

吉村委員長 平野委員。 
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平野敏彦委員 今、いろいろ議論していますけれども、私はこの奨学金は、まずは生活困窮者、

そういうふうな方々への進学の道を開くというふうなことで、たしか創設された

ように記憶しています。 

そういう意味では、一定の要件を課すというふうなことになりますと、それな

りに、今度、選考する基準というものが高くなるというふうに思うのですよ。 

医師の場合ですと、当町に何年か勤務すれば免除になりますよとか、そんな条

件がありますけれども、この奨学資金の制度からいって、そうすれば、成績優秀

者でないと選ばれないというふうなことになれば、ある一定のラインにいる人方

の、例えば母子家庭とか、そういうふうな方々の子どもについては、なかなか選

考に漏れるのではないかというふうな思いもありますので、やはりこの制度は制

度として残しながら、逆に優秀な人材についての新たな奨学金のシステムという

ものを構築したら私はいいと思うのですよ。 

というのは、必ずしも帰町しなくても、町外で働いて、ふるさと応援給付金と

かそういうふうなもので還元してくる人もいるわけですから。 

やはり、そういうふうないろいろな意味でのケースを想定しながら、ぜひこれ

からも検討していただきたいと、私はそういうふうに、これからどういうふうな

形になるか、教育長の考えも、見通し的なものがあったら、示していただきたい

と思います。 

 

吉村委員長 答弁を求めます。教育長。 

 

教育長 

(福津康隆君) 

現在、行われている、当町でやっている制度は、もちろんその収入ということ。

プラス成績。いわゆる進学したくても経済的にちょっと困難だという方々を対象

に行っている制度であります。 

ですから、まずはこの制度はずっと継続していきたいと。 

やっぱり継続することに意味があると私は思っておりますので、極端な返さな

くてもいいよとか、そういうことで、全部資金を使ってしまうのであれば、これ

はまずいなと思っております。 

それプラス、今後は本当に返せないそういう生活困窮者の方々もおりますの

で、なおかつ、成績云々という。それから町に戻ってくるとか、定住するとか、

そういうものも含めて、数名かは可能かなという、その可能な部分は探っていき

たいなとこう思っております。 

以上です。 

 

吉村委員長 よろしいですか。 
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ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で、認定第３号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

西館芳信委員。 

 

西館芳信委員 今、６番なり１５番議員の発言に対して、教育長あるいは課長が、６番議員の

発言の趣旨はちょっと違ったと思いますけれども、特に１５番議員の発言に対し

て検討します、可能性を探っていきますというふうな答えでしたけれども、賛成

の立場から、答弁するものですけれども、私はやはり限りない可能性を秘めた若

者が医師のほうは別ですよ。一般の奨学金に対して条件をつけるとか、制約をつ

けるということについては、どういうものかなというふうに思います。 

町が不利益を被るから制約をつける、条件をつけるなどというのは、本当にみ

みっちい話であって、これからの若者が私どもの町を巣立っていく若者がネーシ

ョンワイドあるいはワールドワイドで活躍する、飛躍するということであれば、

こんなに誇らしい、うれしいことはない。 

結果的には、そういう人たちはそれなりに成功して奨学金は返せるかもしれま

せん。 

でも、在学中に、勉強中にそういう意識でもって制約していくというのは、私

はやはりよくないと思います。ぜひ、私が、今、発言した方向でもって、基本的

な考えを広めていくことを願いながら、本案に賛成するものです。 

以上です。 

 

吉村委員長 ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告することにご異議

ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 

よって、認定第３号は、原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 
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吉村委員長 次に、認定第４号、平成２７年度おいらせ町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者。 

 

会計管理者 

（北向 勝君） 

それでは、認定第４号についてご説明いたします。 

主要施策の成果１２８ページをごらんください。 

まず決算規模でございます。 

第１表決算規模及び収支の推移をご参照ください。 

歳入決算額ですが、平成２７年度決算額は１１億３，２６８万３，０００円で、

前年度比４．６％の増となります。 

また歳出決算額は１１億２，１３７万１，０００円で、前年度比４．１％の増

となります。歳入歳出差引額は１，１３１万２，０００円の決算額となりました。 

次に、第２表歳入決算額の状況をご参照ください。 

歳入の主なものは、２款使用料及び手数料は、１億３，９６４万８，０００円。 

５款繰入金が６億１，７９２万５，０００円。 

８款町債が３億４，４８０万円となります。 

続きまして、１３０ページの第５表、歳出決算額の状況をご参照ください。 

１款総務費は２億１５０万５，０００円。 

２款事業費は１億４，３６４万１，０００円。 

３款公債費は７億７，６２２万５，０００円となります。 

以上で、説明を終わります。 

 

吉村委員長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は決算書、事項別明細書により行います。 

歳入歳出決算のうち、歳入全款についての質疑を行います。 

５７ページから６０ページです。 

質疑はございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

次に、歳出全款についての質疑を受けます。 

６１から６７ページです。 

質疑はございませんか。 
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（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で、認定第４号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告することにご異議

ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 

よって、認定第４号は、原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告す

ることに決しました。 

 

吉村委員長 ここで１１時１０分まで休憩をいたします。 

 （休憩 午前１０時５３分） 

吉村委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （再開 午前１１時１０分） 

吉村委員長 次に、認定第５号、平成２７年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者。 

 

会計管理者 

（北向 勝君） 

それでは認定第５号についてご説明いたします。 

主要施策の成果、１３２ページをご参照ください。 

まず、決算規模でございます。 

第１表決算規模及び収支の推移をご参照ください。 

歳入決算額でございますが、平成２７年度決算額は１億２，８３８万円で、前

年度比３．６％の増となります。 

また、歳出決算額は１億２，６４１万１，０００円で、前年度比３．８％の増

となります。歳入歳出差引額は１９６万９，０００円の決算額となりました。 

次に、第２表歳入決算額の状況をご参照ください。 

歳入の主なものは、２款使用料及び手数料が２，７８４万４，０００円。 

４款繰入金が７，３５１万円。 
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７款町債が２，４９０万円となります。 

続きまして、１３４ページの第５表、歳出決算額の状況をご参照ください。 

１款総務費は、３，４７５万７，０００円。 

２款事業費は、８５３万１，０００円。 

３款公債費は、８，３１２万３，０００円となります。 

以上で説明を終わります。 

 

吉村委員長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は、決算書、事項別明細書により行います。 

歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

決算書７５から８３ページです。 

質疑はございませんか。 

馬場委員。 

 

馬場正治委員 農業集落排水について、公共下水道の下水道料金は、上水道の使用料により下

水道料金が賦課されるということになっているようですけれども、農業集落排水

の場合は、どのような計算で下水道料金を課するのか、ちょっとわからないので

教えてほしいと思います。 

 

吉村委員長 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

ご質問のほうにお答えいたします。 

公共下水道につきましては、委員がご質問のように上水道を利用している方に

ついては上水道料金、それの使用料において算定しております。 

農業集落排水事業におきましても上水道を利用している方につきましては、公

共と同様の扱いというふうになっておりますので、上水道の使用料から換算して

料金のほうを算定しております。 

以上で説明を終わります。 

 

吉村委員長 馬場委員。 

 

馬場正治委員 下水道料金の賦課の算出方法についてはわかりました。 

そこで、上水道、通常は日常生活に用いる水ということになりますけれども、

中には家庭菜園あるいは住宅周辺の植栽、庭木、そういったものに大量の上水道
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を使っているのだという場合に、減免措置とか、そういうものがあるかどうかお

聞きしたいと思います。 

 

吉村委員長 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

ご質問にお答えいたします。 

下水道を利用している方の中には、例えば農家やあとは委員がおっしゃるよう

な家庭菜園、また庭木等への散水ということで、多量に水道水等を利用する方も

あります。 

そういった方の中には、自分で簡易的なメーターになりますが、メーターをつ

けてそちらのほうを申請していただいた上で、うちのほうで減免するような措置

というのは設けてあります。 

あと、メーターをつけない場合ということで、過年度と比較しまして、大幅に

使用料等が違う場合ということで、そちらのほうについても減免対象ということ

で、申告等を受けて対応しているところであります。 

以上で説明を終わります。 

 

吉村委員長 馬場委員。 

 

馬場正治議員 使用目的ごとにメーターをつけるという方法、あるいはメーターを別にしなけ

れば、前年度と比較して極端にそういった場合とか、その審査はどこで誰が行っ

て、誰がその減免を許可するのか教えてほしいと思います。 

 

吉村委員長 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

ご質問のほうにお答えします。 

審査等につきましては、町のほうでそういう申し出があった場合には、審査し

た上でメーターをつけた場合には、初期の段階でありますと、メーターのほうが

ゼロになっている、もしくはメーターの最初の数字が１であるとか、２であると

かというものを確認した上でその後対応するようにしております。 

その後の対応等につきましては、メーター等につきましては、町の職員のほう

がその後確認するような形で対応のほうをしております。 

以上で説明を終わります。 

 

吉村委員長 馬場委員。 
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馬場正治委員 ですから、誰がその権限を持ってやっているのかということです。 

要するに、減免措置の許可は誰がしているのか、担当課長なのか、町長なのか、

あるいは八戸圏域の水道事業団なのか、具体的に教えてください。 

 

吉村委員長 地域整備課長 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

許可のほうにつきましては、町になりますので町長が許可ということになりま

す。 

 

吉村委員長 馬場委員。 

 

馬場正治委員 そういった下水道料金についての減免措置があるということ、その申請の方法

等について、一般町民に積極的に広報しておりますか。お聞きしたいと思います。 

 

吉村委員長 地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

減免の方法等につきましてですけれども、ちょっと、今、広報等に掲載してい

るかどうかということがちょっと資料等でちょっとわかりませんので、後ほどそ

ちらについてはご報告したいと思いますが、今後につきましては、窓口等に農業

者なり、そういうご相談があった場合には、今、言ったような形でのメーターと

か、そういうことでの減免措置があるということは、内容のほうについては説明

しております。 

今後につきましては、広報等にもし掲載していないということでありますと、

そういう部分での住民への周知ということで、今後は努めていきたいと考えてお

ります。 

 

吉村委員長 馬場委員。 

 

馬場正治委員 わかりました。一般町民にも、そういった制度がありますよということは、こ

れはやはり知らしめるべきで、制度をわからないで生活以外のことに上水道を多

量に使っていて、減免を受けないで下水道料金を口座引き落としで払っている町

民は多いのではないかと思います。 

特に担当課の職員は、そういった制度があるというのはわかるので、考えたく

ないのですけれども、担当課で判断できるものであれば可能性としてですけれど
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も、その自分のところの庭木にいっぱい使っているから、下水道料金、上水道の

使用料を払うのはばかくさいということで、減免申請書をつくって、減免を受け

ている職員もいるかもしれない。 

そういった減免許可書あるいは減免申請書は、何年間保存しているのかお聞き

したいと思います。 

 

吉村委員長 答弁を求めます。地域整備課長。 

 

地域整備課長 

（澤口 誠君） 

今のご質問ですけれども、文書等については、永年ということで、私のほうは

持っておりますが、こちらについては後ほど調べてご報告したいと考えておりま

す。 

 

吉村委員長 馬場委員。 

 

馬場正治委員 わかりました。 

それでは、調べていただいて、これまで職員でそういった下水道料金について

の免除あるいは減免を受けていた職員がいたかどうか、後ほど私のほうに報告い

ただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

吉村委員長 松林委員。 

 

松林義光委員 町長にお願いがあります。 

北部地区の公共下水道整備は、財政上、極めて厳しいという話であります。 

それで、古間木山地区の農排の制備なのですけれども、今、焼き肉の一心亭は、

今、工事中であります。ハッピードラッグも工事中であります。セブンイレブン

は開店いたしました。 

そういうふうな大小の企業が、古間木山に進出してきておりますけれども、農

排に接続をお願いしたいという希望だそうですけれども、役場では特別扱いはで

きないということだそうであります。当然、そうだと思います。 

ですので、これからも、そういうふうな可能性が続く可能性は十分あり得ると

思います。 

だけれども、最終処理場、もう満杯であります。 

ですから、公共下水道は厳しいかもしれませんけれども、この最終処理場を増

設する考えはないのかどうか、もう一度町長から、前にもお願いしていましたけ
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れども、もう一度、町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 

吉村委員長 町長。 

 

町長 

（三村正太郎君） 

この問題は、一般質問あるいはいろいろな形で説明をしていると思うのですけ

れども、この間もケース１、ケース２というふうな形でやっていて、町長として

は、もう期待に来られる企業の方々、町に来られる企業の方々、いろいろな事業

規模もあろうかと思いますが、何としても、やはり下水というのは、やはりその

工場にとっては大切なものでございます。それがないと行かないよというふうに

企業は普通なるのです。 

ですから、町長としては、許されることならというか、これからも住民とのい

ろいろなアンケート調査もありますし、いろいろな形もありますし、財政もあり

ますし、総合的に判断をしていかなければならないのですが、町長としては、こ

ういった企業が来られるものには期待に応えたいという気持ちは十分あります。 

ですから、慎重に検討してまいりたいと。その核の部分は答えたいというのは

ありますので、それらのことで発展させながらというか、慎重に総合的に判断し

ていかなければならない。 

一番のネックはやはり、この農業集落排水といえども、公共下水はもう無理で

すから。無理です。本当に無理な状態の財政状況になりますので、農業集落排水

の部分で財政的に可能かどうかというものを総合的に判断していかなければな

らないというふうに思います。 

今は、そこら辺までの答弁しかできないのでお許しをいただきたいと思いま

す。 

 

吉村委員長 松林委員。 

 

松林義光委員 どこの自治体も、人口減少で悩んでいるところだと思います。 

おいらせ町も人口が横ばいであると私は思います。 

ある地域によっては、人口は減少しているとこう思っておりますが、一方にお

いて、古間木山地区、あわせて北部が、私は今でも人口がふえていると。民家も

毎日のように建っております。 

ですから、財政は厳しいと思います。下水道、今、まだプールの話、そしてま

た屋内ドーム等々大きな行政課題が次から次へと出てくるわけでありますけれ

ども、やはり現実問題として、今、北部地区は人口がふえておりますので、この

ことも注視して行政を進めてもらいたい。 
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願わくば、最終処理場の増設を前向きに考えてもらいたい。そのことを強く要

望して質問といたします。 

 

吉村委員長 ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で、認定第５号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告

することにご異議ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 

よって、認定第５号は原案のとおり認定すべき旨、本会議において報告するこ

とに決しました。 

 

吉村委員長 次に、認定第６号、平成２７年度おいらせ町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者。 

 

会計管理者 

（北向 勝君） 

それでは、認定第６号についてご説明いたします。 

主要施策の成果１３５ページをごらんください。 

まず、決算規模でございます。 

第１表、決算規模及び収支の推移をご参照ください。 

歳入決算額ですが、平成２７年度決算額は２１億８，９７１万５，０００円で、

前年対比３．２％の増となります。 

歳出決算額は２１億２，４４７万５，０００円で、２．３％の増となります。 

歳入歳出差引額は６，５２４万円の決算額となりました。 

次に、第２表、歳入決算額の状況をご参照ください。 

歳入の主なるものは、１款保険料が４億５，５７２万円。 

３款国庫支出金が５億１１１万１，０００円。 

４款支払基金交付金が５億５，９３５万３，０００円。 
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５款県支出金が２億８，３６８万１，０００円。 

７款繰入金が３億３，７７０万７，０００円となります。 

続きまして、１３６ページの第３表、歳出決算額の状況をご参照ください。 

１款総務費は１億３，７７９万８，０００円。 

２款保険給付費は１８億９，２４８万５，０００円。 

４款基金積立金は６，３１５万円となります。 

以上で説明を終わります。 

 

吉村委員長 説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑は、決算書、事項別明細書により行います。 

歳入歳出決算のうち、歳入全款についての質疑を行います。 

決算書９１から９８ページです。 

質疑はございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳入全款についての質疑を終わります。 

次に、歳出全款についての質疑を受けます。 

決算書９９から１１５ページです。 

澤上訓委員。 

 

澤上 訓委員 私は、認知症についてのちょっとご質問をしたいなと思っております。 

昨今、認知症の患者さんの中で、徘徊等で行方不明になったままとか、それか

ら認知症を患っていながら、車を運転して事故を起こした事例だとか、そういう

ふうなものが全国あちこちあるのですけれども、当町におけるその認知症の事案

といいますか、できればここ数年のその事例等がありましたらお知らせいただき

たいと思います。 

 

吉村委員長 介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

お答えします。 

私、介護福祉課、今、３年目ですけれども、昨年度は行方不明になったままと

か、事故、事件等はありませんでした。 

１年目、一昨年、無事保護されたという事案が２件ございました。 

以上であります。 

 

吉村委員長 澤上委員。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２７－ 

 

澤上 訓委員 当町では、そういう大きな事件等には至っていないというふうなところで、今

は安心しているところなのですけれども、これからどんどん３人に１人がという

みたいな勢いで全国で認知症の方々がふえてきているということも踏まえまし

て、もしそういう徘徊、例えば先ほど保護された一昨年の件についても、どうい

う方法、対策で無事保護できたのか。 

それから、今後、どういう対策を考えて、今いるのかということも含めてお聞

きしたいなと思っております。 

 

吉村委員長 介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

お答えします。 

家族の申し出によりまして、徘徊のおそれのある方、安心カードというものを

配ってございます。そのカードには、名前、住所、あと緊急時の連絡先、あと包

括の電話番号等が書いてありまして、本人にこういうふうに下げてもらうなり、

中には靴の中敷きにそのカードを入れてもらったりとか、あと服に縫いつけても

らったりとか、そういうふうな形で外出して本人が自宅に帰れないような状況の

ときに見かけた方が警察にもその情報は行っていますので、警察に通報していた

だければ、警察も登録番号がありますので、すぐにどこの誰かというのがわかる

ようなことをやってございます。 

あと２件、保護された方の例ですけれども、１人の方がたまたま介護事業所の

入り口のところに座っていまして、そこの職員が自分のところのデイサービスの

利用者でない高齢者だなというので、何でここにいるのと聞いたら、うちに帰り

たい、ところが町内を聞いたら全然違う、かなり離れた町内だったので、包括の

ほうに連絡をして、包括でお名前等を確認できましたので、ご自宅にお届けした

と。 

もう一件がたしか国道の歩車道ブロックの上に座ったままで、ちょっと交通安

全上危険だなという状況だというので、町に連絡があって、包括で現地に向かい

ましたら、お名前をちゃんと言える方でしたので、自宅を調べてお届けしました

けれども、その方もあちらに行きたいと言ったけれども、自宅と全然逆の方向を

指しているというような方でありました。 

両方とも無事に保護されたので、よかったかなと思いますけれども、町の対策

ですけれども、今、各町内に出向きまして、高齢者見守り等の研修会等をやって

います。 

今、重点地区を毎年２カ所選んでやっていますけれども、昨年度は三本木と深
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沢地区で地域の方を集めて、認知症に関しての知識の勉強と、あとどういうふう

な声かけをそういう方にしたらいいかという、実際に私たち職員が認知症の役を

やって、外に出て、その人に地域の人がどういうふうな対応をしたらいいかとい

うのを経験していただいて、それで終わった後に、あそこはこういうふうにした

ほうがよかったというふうな、そういう反省会みたいなものを、そういうものを

やってございます。ことしも計画してございます。 

また、児童クラブの子どもさん方、こういうおじいさん、おばあさんもいるの

だよというものを知ってもらうために、児童館に出向いて、児童クラブの中で講

習会等を行っております。 

あと、今年度、一般町民の方対象だけでなく、まず、職員も必要だろうと。勉

強する必要があるのではないかということで、ことしの７月に職場内研修、職員、

たしか８０人ぐらい参加していただきましたけれども、勉強会をやってございま

す。 

こういう勉強会を、今後、一般の企業にも拡大していきたいなと思ってござい

ます。 

それから、ある自治体では職員だけでなく、議員の皆さんにも対象に勉強会を

開催している自治体があるというお話をお聞きしましたけれども、もしうちの町

でも機会がありましたら、ぜひご参加していただきたいと思います。 

以上でございます。 

 

吉村委員長 澤上委員。 

 

澤上 訓委員 今の話を聞きまして、当町では万全な予防対策といいますか、そういったこと

にどう対処すべきという部分を町民に少しずつ浸透させていくという地味な活

動なのですけれども、非常に大切な活動だなというふうに感じておりますので、

これをどんどんやっぱり広げていって、充実したものにしていただいて、みんな

で守っていこうという意識を育てていただければなと思っております。 

以上です。 

 

吉村委員長 ほかにございませんか。 

西館芳信委員。 

 

西館芳信委員 歳入歳出どこに引っかかるかなというふうなことで、ちょっとタイミングを逸

しているのかもしれませんけれども、決算の趣旨に従った質問だと思いますの

で、委員長、お許しいただきたいと思います。 
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というのは、１点だけ簡単にお願いします。 

監査委員の審査意見書を見ましたら、１５ページに介護保険料の徴収について

は、時効が２年と早いため、不納欠損処理の可能性が依然として高くというふう

に載っております。まさしくそのとおりだと思います。 

私も、以前から今回の議会でもやりましたけれども、ほかのほうの滞納につい

ては、私債権であっても、短期消滅時効にかかるところを３年、あるいは商事債

権５年というふうになって、あとほかの公的な債権については、その法の要求に

従って５年、５年、５年となっているのに、何で介護保険だけが２年、こんなに

介護保険料が軽んじられていいものであろうかなというふうな疑問を持ってお

りますが、いまだに勉強していなくて、その考え方の根拠がわからないわけです

けれども、担当の課長でも、後でこっそり教えてもらえればというふうに思いま

す。 

それはともかくとして、そういうふうな時効があるというふうなことで、では

これを時効を中断させるためには何があるのだろうというふうに考えたいとこ

ろです。恐らくは、督促１つしかないと思いますけれども、この介護保険法上で

督促した場合は、例えば、１回限りとか、２回とか３回でも許されると。そして、

許されてなおかつ、何カ月あるいは相当期間停止するというのが、何ぼ何ぼと決

まっていて、そしてそれを実務上としては、１人の人に何回ぐらいやっています

かというふうなことでお聞かせ願えればと思います。 

 

吉村委員長 税務課長。 

 

税務課長 

（小向仁生君） 

ただいまのご質問ですけれども、実のところ、手持ち資料がございませんので、

後刻、報告させていただきたいというふうに思います。 

 

吉村委員長 ほかにございませんか。 

山委員。 

 

山 忠委員 １１４ページの食の自立支援事業委託、１３の委託料のところなのですけれど

も、この内容について教えていただけますか。 

 

吉村委員長 介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

お答えします。 

これは６５歳以上のひとり暮らしまたは高齢者だけの世帯で、自力で調理でき
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ないと包括のほうで調べに行って認められた方に対して、社会福祉協議会に委託

しまして、本人の負担１食３００円で社協でつくっているお弁当は７８６円です

から、４８６円負担してございます。 

それから、利用している方は、昨年度、全部で２７名ありまして、２，９００

食ほど配達しております。 

なお、これは高齢者の人の見守り活動ということも兼ねていまして、お弁当を

届けて、次回、回収に行った際に、本人がちゃんと食べているか、食が細くなっ

ていないかというのも確認するための事業でございます。 

以上です。 

 

吉村委員長 山委員。 

 

山 忠委員 これは申し込む場合には、どういうふうな形、民生委員とかそういう方に申し

込むことになるのでしょうか。 

 

吉村委員長 介護福祉課長。 

 

介護福祉課長 

（倉舘広美君） 

受付は、包括で受けていますので、民生委員を通じてでも、あと介護事業所を

通じてでも、お話ししていただければ、包括の職員がご自宅のほうに伺うという

形になります。 

以上です。 

 

吉村委員長 ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で、認定第６号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告することにご異議あ

りませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 
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よって、認定第６号は、原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告す

ることに決しました。 

 

吉村委員長 次に、認定第７号、平成２７年度おいらせ町公共用地取得事業特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者。 

 

会計管理者 

（北向 勝君） 

それでは、認定第７号についてご説明いたします。 

主要施策の成果、１３９ページをごらんください。 

まず、決算規模でございます。 

第１表、決算規模及び収支の推移をご参照ください。 

歳入決算額ですが、平成２７年度決算額は２，５１９万２，０００円で、前年

度比３５．５％の減となります。 

また、歳出決算額は、２，５０３万３，０００円で、３５．４％の減となりま

す。 

歳入歳出差引額は１５万９，０００円の決算額となりました。 

次に、第２表、歳入決算額の状況をご参照ください。 

１款繰入金は２，４８９万１，０００円。 

２款繰越金は、３０万１，０００円となります。 

続いて、第３表、歳出決算額の状況をご参照ください。 

１款事業費は、３０１万６，０００円。 

２款公債費は、２，２０１万７，０００円となります。 

以上で、説明を終わります。 

 

吉村委員長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は、決算書、事項別明細書により行います。 

歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

決算書１２３から１２７ページです。 

質疑ございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で、認定第７号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 
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討論はありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告することにご異議ご

ざいませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 

よって、認定第７号は原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 

吉村委員長 次に、認定第８号、平成２７年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者。 

 

会計管理者 

（北向 勝君） 

それでは、認定第８号についてご説明いたします。 

主要施策の成果、１４０ページをごらんください。 

まず、決算規模でございます。 

第１表決算規模及び収支をご参照ください。 

歳入決算額ですが、平成２７年度決算額は、１億５，７２６万３，０００円で、

前年度比１．３％の増となります。 

また、歳出決算額は１億５，５８６万１，０００円で、１．４％の増となりま

す。歳入歳出差引額は１４０万３，０００円の決算額となりました。 

第２表、歳入決算額の状況をご参照ください。 

歳入の主なるものは、１款後期高齢者医療保険料が、９，１９５万円。 

３款繰入金は、６，３４８万１，０００円となります。 

次に、第３表、歳出決算額の状況をご参照ください。 

歳出の主なるものは、１款総務費は、１１７万６，０００円。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、１億５，４４９万３，０００円となり

ます。 

以上で、説明を終わります。 

 

吉村委員長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 
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質疑は、決算書、事項別明細書により行います。 

歳入歳出決算のうち、歳入歳出全款についての質疑を行います。 

決算書１３５から１４３ページです。 

質疑はございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、歳入歳出全款についての質疑を終わります。 

以上で、認定第８号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告することにご異議ご

ざいませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 

よって、認定第８号は、原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告す

ることに決しました。 

 

吉村委員長 次に、認定第９号、平成２７年度おいらせ町病院事業会計決算認定についてを

議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

会計管理者。 

 

会計管理者 

（北向 勝君） 

それでは、認定第９号についてご説明いたします。 

主要施策の成果は１４３ページをごらんください。 

まず、決算規模でございます。 

第１表収益的収入及び支出の決算規模をご参照ください。 

事業収益ですが、平成２７年度決算額は９億３，２８１万７，０００円で、前

年対比２．３％の増となります。 

また、事業費用の決算額は９億１，６２２万４，０００円で、４．８％の減と

なり、純利益は、１，６５９万３，０００円の決算となりました。 

次に、第２表、事業収益決算額の状況をご参照ください。 

歳入の主なるものは、１款医業収益が８億５，４２０万２，０００円。 

２款医業外収益が７，８６１万５，０００円となります。 
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続きまして、第３表事業費用決算額の状況をご参照ください。 

歳出の主なるものは、１款医業費用が８億８，７３９万６，０００円。 

２款医業外費用が２，８８２万８，０００円となります。 

以上で、説明を終わります。 

 

吉村委員長 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑は、決算書、事項別明細書により行います。 

収入、支出とも一括して質疑を行います。 

決算書１４５から１７２ページです。 

質疑はございませんか。 

髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 何点か質問をさせていただきたいと思います。 

まず、一般会計から収益的収入支出または資本的収入及び支出、こちらのほう

にあわせて、約１億３，０００万ほど繰り出しをしていると。 

病院会計のほうではそれを受けているわけですが、普通交付税に算入されてい

る額は、きのうでしたか、一部、お知らせをいただきました。 

特別交付税の算入もあるというようなことでしたので、もう一度こちらの内訳

を教えていただきたいと思います。 

 

吉村委員長 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

それでは、髙坂委員にお答えいたしたいと思います。 

一般会計からの繰出金につきましては、普通交付税と特別交付税という形で分

かれて入っております。 

一応、繰出基準の部分でいきますと、平成２７年度は、普通交付税のほうは、

病床１床当たりの部分と、あと病床数を掛けた金額、それから救急告示病院であ

りますので、その１病院当たりの金額、病床数と単価の加算がありまして、そち

らで普通交付税のほうは９，９００万ほどの交付があると思われます。 

他の特別交付税については、不採算地区病院ということで、おいらせ病院がな

っておりまして、そちらのほうも１床当たりの単価が８４万という形になってお

ります。それで、許可病床の７８床を掛けますと、大体６，５００万ほどの特別

交付税という金額が出てまいります。 

以上になります。 
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吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 わかりました。 

あと、事項別明細書の１６５ページの上段に他会計補助金２３０万とあるので

すが、この他会計はどちらから入っているやつですか。 

 

吉村委員長 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

１６５ページの他会計補助金という部分があるのですけれども、こちらのほう

は、長期前受金戻し入れという部分の収入の中の医療器械を補助で買った部分の

減価償却、前は補助で買った分が減価償却されていなかった部分があって、その

公営企業法の改正がありまして、その部分を収益のほうに戻し入れる形になるの

ですが、国、県という形でありまして、その他会計補助金については、町とあと

国以外の補助がありまして、そちらのほうが他会計補助金という形で出ておりま

す。 

以上であります。 

 

吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 

 

わかったような、わからないような感じですが、町からというのは、多分、一

般会計の一部のお金と、町以外のどこかから入ったお金ということで理解してい

いのかなと思いますが、いずれにしても、私が先日から話しているのは、この病

院会計の明細書の中の勘定科目をわかりやすく記載していただくほうが理解し

やすいと思いますので、ぜひそこをお願いしたいなと思います。 

そして次に、主要施策の９７ページを少し見てほしいのですが、これは９７ペ

ージの上段に教員住宅の管理事業というのがあって、これは病院会計とはまた違

うのですが、教員住宅の住宅数それから現在入っている数、それから使用料とい

うのが要するに内訳が載っているのです。 

それで、病院会計のほうでの、医師住宅数はどれぐらいあるのか、そして現在、

何名の方がそこを利用しているのか。そして家賃は幾らなのか。ここまでお知ら

せください。 

 

吉村委員長 病院事務長。 
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病院事務長 

（小向博明君） 

医師住宅につきましては、現在、４棟ありまして、３棟を医師の方々に貸して

おります。月額１万円とあと消費税ということで、１万８００円の月額で掛ける

３の１２ということで、年間で３８万８，８００円ほどの住宅の使用料というこ

とになっております。 

以上になります。 

 

吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 この医師住宅４棟のうち３棟に入居されていると。使用されているというこ

と。これは今のどうなのですかね、先日の補正予算で医師住宅１棟を譲渡すると

いうことの予算は通りましたけれども、この４棟が従って、今後は３棟になると

いうことですか。 

 

吉村委員長 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

補正予算のほうでも、医師住宅の譲渡の部分を説明いたしまして、実際は、前

院長の白倉先生には医師住宅の譲渡ということで、１月の全協で説明いたしまし

て、それから、覚書等を結び、白倉先生には、これから嘱託医師として、病院の

ほうにこれからも継続して勤務いただいて、それで、今、医師住宅もまだ借用し

ている形になっております。 

それで、これから登記のほうを進めまして、売買契約は４月１日に結んでおり

ますが、そこの登記が完了した段階で、売買のほうを確定させていって、それが

終わると医師住宅が３棟ということになります。 

以上になります。 

 

吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 少し長かったのですが、単純に現在ある４棟が譲渡によって３棟になるわけで

すね。そうした場合に、要するに今後です。いずれはまた新たな医師が見えるの

かなと思っております。 

その際に、住宅が足りなければ、また町が整備するということになるのかどう

か、この辺は町長にお尋ねをしたいと思います。 

 

吉村委員長 答弁を求めます。 

町長。 
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町長 

（三村正太郎君） 

現在の医師住宅をまずは利用させていただいて、足りなければ、やはり増築し

ていかなければならないだろうというふうには思っていますけれども、現時点で

は大丈夫、３棟の中でのやりくりでできるのではないかと思っております。 

医師をもう一人本当はほしいということでいろいろと努力をしておりますけ

れども、そういったお医者さんでも、八戸に住む人もいれば、泊まるときに来て

泊まると。医師住宅に泊まるというふうなことがありますので、今の３棟の中で

やりくりできなければ、やはり増築というか、新たに建てなければならないので

はないかというふうには認識をしております。 

 

吉村委員長 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

医師住宅につきましては、現在の病院の敷地の中には建つ余地がちょっとあり

ませんで、今後はもし新しい医師が赴任した場合には、民間住宅等を借り上げて、

そちらで提供をしていきたいと考えております。 

以上になります。 

 

吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 まさに皆様が感じている。答弁が違うと。 

一方では必要があれば整備する。一方ではこれからは民間住宅を活用したいと

いうことであります。 

ついでといえば何ですが、もう一つお聞きしたいのは、１月の全協では、確か

に地方公営企業法では、議会の議決は必要ないよということ。それは本当に理解

した上でお尋ねをしているのです。 

幾ら、企業法で議会の議決が必要ないといっても、補正予算案が出てくれば、

議会で審議するわけですから、どこかで必ず我々はかかわるわけですよね。 

そこでお尋ねしたいというのは、１月の全協以来、この問題については話し合

いがなくて、先般の補正予算で要するに議決されたということですが、３，００

０万ほどを超えるお金で整備したものを８年たって、本人の希望により、また町

と協議をした上で交渉が成立したと。それで譲渡するということになりました

が、評価額の２分の１ということについては、ご本人の希望だったのですか。そ

の辺をお尋ねします。 

 

吉村委員長 答弁を求めます。 
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病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

譲渡額に関しては、今までの白倉先生の１０年間の貢献度、これからおいらせ

町に住み続けて病院に協力していくという部分は前にもお話しした部分ですけ

れども、その部分で総合的に勘案して決定されたと思いますので。 

それで、評価額に関しても、実際、過去の実例もありまして、それで決めたと

考えております。 

以上です。 

 

吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 私がお尋ねをしたいのは、その住宅に住んでおられた院長先生が、８年間住ん

でおられた先生が、退職を機に譲渡を受けたいという申し出があったというのは

お聞きしました。 

ただし、最終的に、その評価額の２分の１ということで決着したというのです

が、その２分の１にしたことが、ご本人の希望だったのかというのをお尋ねして

おります。 

 

吉村委員長 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

前院長からは譲渡の申し入れだけで、金額に関しては特に聞いておりませんで

した。 

以上になります。 

 

吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 わかりました。 

ということは、これは推測ですが、多分、ご本人は譲渡を受けたいだけで、最

終的にはその２分の１という価格提示みたいなものはなかったのかなと推測を

しております。 

最後の質問です。 

医師６人、２７年度は６人だったと思います。 

医師給の年収の平均がいかほどなのか、もう一つ、その平均年収が県内の他自

治体、病院でもいいですし、または医師全般の中での比較でもいいですが、その

水準たるものはどの程度なのか、その辺をお知らせください。 
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吉村委員長 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

お答えいたします。 

２７年度の支給水準ですけれども、院長は勤勉手当が出ておりませんで、６人

の平均ですか。平均ですと、２，３００万ほどになります。 

県内の水準でいきますと、自治体病院が３０程度あるのですけれども、その中

では院長の給与はまず、給与自体は中ぐらいになるのですけれども、あと診療手

当がやはり多くて、県内では一番の支給額となっております。 

院長、副院長を含めて６人の水準ですけれども、県内でいきますと、かなり１、

２番の上位のほうに入っております。 

以上であります。 

 

吉村委員長 髙坂委員。 

 

髙坂隆雄委員 この自治体病院の経営というのは、非常にやはり難しいものがあると思います

し、それからどうしても医師確保ということが重要な問題であると思っておりま

す。 

私のつき合う人の中には、大学に医学部のある大学があって、そこに働く先生

方がいるわけですね。大学の教授であれ、助教であれ、そういった先生方、付属

病院もありますので、当然、大学病院で勤務されている方がおって、その２人の

方からお尋ねをしてみたら、一般的に１，０００万から１，３００万ぐらいの年

収らしいです。確たるものはありませんけれども、そこまでは調べていませんが、

ただ、行政職であれ、医療職であれ、基本となるのは、人事委員会が発行してい

る給与便覧に基づいて、それぞれ計算しているはずでありまして、当町において

も、その給与便覧、医療職１、２、３あって、１を見ますと、１級から４級まで

あって、４級が院長先生、３級が副院長先生と、こういうことになっていますか

ら、大分優遇しているなという感じがしております。 

ですので、それはそれで働く方がやる気を持っていくことはいいことだと思い

ますが、やはり、ちょっと余談ですが、本当に北部に人口が増え、それから事業

所もふえ、下水道がほしいといったときに、お金がないからできないという総合

的な判断もあるでしょうが、いろいろなところを少しずつ削るというのも必要だ

し、それから収入を何とかしてふやすという努力も政策として必要だと思います

ので、総合的に考えながら、全ての運営をしていただきたいというのが希望であ

りまして、意見といたします。 
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以上です。 

 

吉村委員長 ほかにございませんか。 

平野委員。 

 

平野敏彦委員 １点質問させていただきます。 

主要施策の成果のところの１４４ページですけれども、監査委員の評価は、い

ろいろな意味でこの内部の取り組みがいいよというふうなことですけれども、私

はこの１４４ページのところの業務の状況についてお伺いします。 

入院患者についてはふえておりますけれども、外来患者が２，４２８人減って

いるわけです。 

当医院にあっては、午後の休診が何回か設定されてあって、私も高齢者を連れ

て行こうとしたら、きょうは午後は休みだというふうな日が何日かありました。 

これらは、この午後休診でこういうふうに減ったのか、いろいろな意味で、他

の個人病院などになりますと、例えば昼休みを３時までとかというふうなこと

で、時間をずらすとか、そういうふうな対策をしているのですけれども，当院に

あっては、そういうふうなものが、減った要因は午後休診によるものか、午後を

休診にしても影響はなかったというふうなものなのか、この減った原因につい

て、お聞かせをいただきたいと思います。 

それから、ちょっと先ほど髙坂委員の質問の中で、ちょっと私も理解に苦しん

だのは、一般会計からの繰出金の内訳を髙坂委員が聞いているわけですから、私

はこの決算書の例えば１６４ページのところに、他会計補助金、会計負担金とあ

るわけですけれども、この中に一般会計から幾ら入っていますよというふうな形

で、髙坂委員に説明したほうが非常にわかりやすかったのではないかなというふ

うなことで、これについては、ぜひ一考をしたほうがいいということで、事務長

のほうには提言をしておきます。 

それと、ちょっと過ぎたので、私、ちょっとここは間違っていないかなという

のが１つあるのですけれどもいいですか。 

この主要施策の成果の５ページのところに、一般会計のところに進んでしまっ

たのですけれども、この２７年度の町税がゼロと書いてあるのですけれども、こ

れはこれで正しいどうか、この確認をしたいと思います。 

以上です。 

 

吉村委員長 病院事務長。 
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病院事務長 

（小向博明君） 

平野委員にお答えいたします。 

病院の外来については、午後の休診は火曜日と水曜日が午後休診と決まってお

ります。 

外来患者の減については、ここ１０年ほど、町内の整形の医院の患者送迎バス

とか、それから三沢市立病院の開業という形で、その段階で大きく外来が減って

きております。 

それから病院の外来、医師の方針もありまして、長期投薬等もあって、それで

患者さんの毎月来ている分が２カ月、３カ月に１回という部分で減少しておりま

す。それで、延べ患者も減っていく形になっております。 

外来患者については県の医療計画でも、今後も減っていく予想が立てられてお

りますので、今の段階でいきますと、外来患者についても、今後も減っていく形

で移行していくと思います。 

以上になります。 

 

吉村委員長 企画財政課長。 

 

企画財政課長 

（成田光寿君） 

平野委員のご質問にお答えいたします。 

確かに誤りであります。正しくは２，４０５ですね。パーセントのほうは２２．

３になります。大変申しわけございませんでした。 

 

吉村委員長 平野委員。 

 

平野敏彦委員 外来患者はこれからも減る見込みだというふうなことですけれども、この午後

の休診については、そうすれば、あまり影響を受けていないのだというふうなこ

とで解釈していいですか。 

私はこれからいろいろな我々もそうですけれども、団塊の世代、高齢者がふえ

ていくのですけれども、午後２回、２日休診というのは、非常に高齢者にとって

は病院に対する距離感というのが遠く感じるのではないかと。きょうそこに行け

なければ、ほかに行くしかないのですよ。 

そうすれば、救急車で搬入する方法しかないと思いますけれども、これらにつ

いては、先ほど髙坂委員も質問をした中で、医師給与については県内でもＡラン

クだというふうなことですから、やはりそういうふうな意味では、医師のほうの

充足も大事ですけれども、やはり患者サービスというふうなものも、根底に置く

べきではないか。２日午後の休診で、６名の医師というのはどういうふうな体制

でいるのか、これらについてもちょっとお聞かせいただきたいと思います。 
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病院事務長 

（小向博明君） 

外来の火曜日と水曜日の今後の休診につきましては、火曜日、水曜日の午後は、

外科、整形外科のほうは手術日と決まっておりまして、午後、何時間か手術に当

たっております。 

内科のほうは、施設の訪問診療というか、契約している部分があって、そちら

に担当医師が午後ついておりますので、もう一人の内科医師については、病棟の

検査日ということで午後使用していましたので、その部分については、今後も一

緒の体制でいく分に関しては、今後、休診ということが継続すると思います。 

以上になります。 

 

吉村委員長 平野委員。 

 

平野敏彦委員 手術については、大きい病院も例えば決まっているわけですね。木曜日にやる、

金曜日にやる。午後からというふうな予定がちゃんと組まれているわけですけれ

ども、私はこの１日平均１４２．９人、医師が６人、１人で３０人も診てないわ

けですね。担当するのは外来ですと。 

開業医などは、風邪とかそういうふうなときは、１日、２００人も診るという

ふうなことを聞いていますよ。これから言ったら、確かに今は黒字かもわかりま

せんけれども、稼働率が非常に落ちているんでないの。医師１人当たりの。 

やはり少なくとも、外来の先生が大きいところもそうですけれども、診る数と

いうのは、平均的にあると思うのですけれども、少なくとも１日５０人以上診る

ようにしなければ、今後の病院経営にも支障を来すと私は思いますよ。 

この辺は、院内で、多分、いろいろな意味での調整会議があると思いますので、

これらについても議論すべきだと私は思うのですけれども、医師のほうについて

は、事務の段階では何も言えないというふうなことなのか、例えば、病院運営審

議会等もあるわけですから、そちらのほうから提言をしていただくとか、そうい

うふうな方法をとれないのか、この辺についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 

吉村委員長 病院事務長。 

 

病院事務長 

（小向博明君） 

 

昨年から外来の患者数の減の部分とか、外来での患者対応、サービスの部分と

かで、こちらも委員会をつくりまして、外来委員会、実際は病院の外来の患者数

が減ったという原因から、そのサービスの部分を検討する委員会を毎月１回立ち

上げて、会議を開いております。 
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その会議で出た改善点と問題点等を病院内の科長会議に上げまして、検討を進

めています。 

なかなか先生方からも外来の患者数の増に対応するというか、そこら辺のなか

なか意見というか、どうしても減らすという意見も長期投薬の件もあったのです

けれども、そういう方針の先生方もいらっしゃるところがありまして、これもち

ょっと事務局でも悩んでいる部分もあるのですが、一応、院内では全体で話し合

う部分がありますので、そこを活用しながら、先生方にもそこら辺もちょっと考

えていただくように進めていきたいと考えております。 

以上にあります。 

 

吉村委員長 平野委員。 

 

平野敏彦委員 改善すべきところは結構私はあると思いますよ。 

そういうふうな意味では、事務のほうからもいろいろな意味で提案をしていっ

て改善してもらいたいし、１つは先ほど話にあった投薬も長期間、高齢者に対し

て、例えば１カ月分とか２カ月分、薬を投与されても、種類も多いし、どう組み

合わせて飲むか大変なのですよ。もっと時間を短く、量を少なくして、確実に飲

めるような形で対応してほしい。 

何と私、実際に薬をもらってびっくりするのですよ。 

あの買い物のビニールの袋に１つぐらい入っていますよ。何種類も入って、私、

飲めるなと思って感心するのですけれども。それで長生きするのかなというふう

なものがあるのですけれども、少なくとも、例えば２週間とか、そういうふうな

形でこの間違わないで薬の飲める量を調整するというのも、１つの患者確保にも

なると思いますので、これらについても、事務方もやはり改善するような形で提

言をしていくというふうな形で取り組んでほしいと思いますよ。 

終わります。 

 

吉村委員長 西館芳信委員。 

 

西館芳信委員 ４番議員も言及しました医師住宅の譲渡について、一言言いたい、言わせてく

ださい。 

１月の全協の段階で、この問題に疑義を呈したのは私だけで、私はもっともっ

と言いたいことがあったのだけれども、半ばで矛先をおさめたというふうな感が

自分にはあります。 

それはともかくとしましても、この重大な問題、ここについては、例えば庁舎
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内で政策会議とか調整会議とかがあって、この常識、良識を備えた町の幹部の

方々がいて、反対もあったのではないのかなというふうに私は思いますし、やっ

ぱりこれはトップがトップダウン的に決しないと、こういうことは起こらない

と。 

ずっと１月からの町長の姿勢を見ていれば、それはヘッドはこういう機関に対

して何をさせようと自由でしょうけれども、担当課長、先代の山崎課長からして、

汲々として答弁しているのに、町長は何も、全く自分の問題として捉えていない

ような、本当に何というか、これに対する判断の重要性と責任性が自分にあると

いう姿勢は１つも見られないのです。 

私はやっぱりこれも一番最初にこれはこういうふうな重大な目的があって、私

がトップとしてもう重大責任を最後まで持つつもりでやったのだという姿勢が

ほしい。 

ところが、そういうふうなものは全然見られない。細かいことに対しての事務

的なことも、指示も何もしていないから、おかしなところで出てくる。私は今で

さえ、ちゃんとした実勢価格から不当に離れた譲渡価格、公の財産が果たして該

当するかどうかわからないけれども、私が税務署員であれば、これはおかしいと。

これは明らかにみなし贈与だよということで課税してくる。恐らく贈与された人

に来るでしょう。そんなことまで想定していますか。私はしているのだけれども。 

町長の細かい指示、それと自分の責任感というものが欠如しているから、私は

こういう事態になっていると。 

だから、最後に、町長、あなたのこの問題に対するこういうことで本当に私は

判断したのだと、そしてこれについては、ちゃんと最後まで自分で責任を持つつ

もりだということを最後に披瀝していただければ、私はもうそれでということで

お願いします。 

 

吉村委員長 町長。 

 

町長 

（三村正太郎君） 

大変、いろいろなご意見をいただいておりますが、この問題については、非常

に過去の事例も踏まえて、山崎事務長のところできちんと調べて、そしていろい

ろな細かい部分もどうなのだろうということで、広く深く調べて、当時のそれこ

そ柏崎副町長ともどもじっくりと議論して、そして最終的な判断はこれで事務長

のほうから上がってきたものを私どものほうもよしとして判断をしてやりまし

た。 

トップとして、開設者として責任を持ってその点はこれでいいだろうと。そし

て将来、おいらせ町病院のためにまた勤めてくださるということも踏まえて判断
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をしたものであります。 

ですから、西館議員には、三村町長は全然無関心なような感じに見えるかもし

れないが、非常に責任を感じて決断をしたものでございまして、そして現在も白

倉名誉院長には、おいらせ町病院で活躍していただいて、そして医師標欠なしと

いうような状態で、今、やっておるわけでございますので、この判断をするのに、

髙坂委員からもいろいろご質問がありましたが、基準というものが、きちんとし

たものがないのですよ。結論から言うと。それを全部網羅したものを判断して、

そして過去の実績から入ったりとかというもので、当時、過去の首長の方々も例

えば、石田病院の院長のときとか、あるいは下田の診療所のときとか、やるとき

も、それらも慎重に幅広く議論して決めていると思います。 

そのときによって、それらも踏まえた上での私どもの今の白倉院長の譲渡の問

題についても、ああよしこれから大丈夫、世間的にも社会的にも大丈夫、評価し

得るものではないかということで、責任を持って判断をしたということはご理解

をいただきたいと思います。 

これは白倉院長の希望に合わなくて、云々と。白倉院長戻りますよ。完全に医

師が足りなくなってとんでもないことが発生する状態にもなりますから、いろい

ろなものを含めて判断をしたということもご理解をいただきたいと思います。 

 

吉村委員長 西館委員。 

 

西館芳信委員 そのまま町長が私の意向に沿った答弁をしてくだされば、私はもうそれでいい

と思っているのだけれども、そうでなかったのでもう一回言います。 

自分の責任でこれでいいと思ってやったということについて、私はかなり甘い

と。あなたの判断は今回甘過ぎたのではないのかなというふうに思います。 

私も、１月からこうしてしゃべるには、それなりに何の根拠もなくしゃべって

いないです。当町の財務規則、あるいは他市町村はどうなっているか。そういう

ものをちゃんとネットで検索して、なおかつ、他市町村には、公の財産を譲渡す

るにはこういう縛りがありますよという決まりが幾つかそういうものまで見て、

ちゃんとお話ししています。 

明らかな私人に対して譲渡するわけですから、ほかのほうは明らかな私人とい

うことにはなかなか明確なものはないというふうに言っていますけれども、最後

は町民感覚ですよ。町民感覚に訴えて、果たして納得できるものかどうかという

ことが一番だと思います。そして町長の目的とするところについて、私は何ら異

存はありません。 

ただ、事務の手続がおかしいのではないのかと私も４番議員も話しているわけ
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ですから、その辺もう一度、慎重に捉えて、今後、留意して、この問題に関して

はおさめていただければというふうに思います。 

以上です。 

 

吉村委員長 松林委員。 

 

松林義光委員 質問する気はありませんでしたけれども、今の話を聞いておりまして、１つだ

け質問させてください。 

髙坂委員も西館さんもお話ししましたけれども、全員協議会でいろいろな医師

住宅の譲渡の件について、いろいろな提言がありました。問題も追及されました。 

検討して、もう一度後で議員の皆様に報告しますということで終わっているの

です。 

それが、残念ながら、その結果、役場内で決めたことが、私どもに何ら説明が

なかったと。そのことがもめている一番の大きな問題であろうかと思います。 

今、町長も言いました。医師充足が前提であると。私もそのことは十分承知し

ております。 

それで、先ほど外来患者が減っていると、今後も厳しい状況が続くであろうと

いう話であります。 

医師給与は、県下でも１、２番であると、恵まれているなとこう思っておりま

す。 

ただ、入院患者からお話を聞きますと、評判の悪い先生がいないわけでもない

という話であります。 

このことは、結構私の耳にも入ってきております。 

あえて、名前は言う必要はないと思いますけれども、そういうふうな先生もい

るというふうな話であります。 

加えて、三沢市立病院ですか。田んぼの中に何本か道路を今も整備しておりま

す。環境を着々と進めております。加えて、町長が何年か後に緊急搬送道路を整

備しますと。このことは地域整備課長の話を私も聞きました。 

あと２年後に住吉町から市立病院まで、とにかく緊急搬送道路を整備します

と。 

そういうことでありますと、ますます三沢市立病院のほうに患者が流れていく

のかなと懸念をしております。 

ですから、これからもおいらせ町の町立病院は、外来患者が私はふえていかな

いのかなというふうな心配をしております。 

こういうことを考えますと、いろいろな手段を講じるかもしれませんけれど
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も、本当に町長を初め危機感を持ってこの対応をしないと、近い将来、赤字にな

ると思っております。 

おいらせ病院は駐車場も狭いし、坂の勾配もある。環境はよくないと私は思っ

ております。 

ですから、全庁内、全課長でこのことについては、深刻に真剣にやはり議論し

ていかなければならないとこう思っていまして、一言あえて言わせてもらいまし

た。 

答弁は結構であります。 

 

吉村委員長 ほかにございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、収入支出全般についての質疑を終わります。 

以上で、認定第９号の質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認め、討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告することにご異議

ありませんか。 

（委員席） ＊＊なしの声＊＊ 

吉村委員長 なしと認めます。 

よって、認定第９号は原案のとおり、認定すべき旨、本会議において報告する

ことに決しました。 

 

吉村委員長 以上で、決算特別委員会に付託されました認定第１号から認定第９号までの９

認定議案の審査は全て終了いたしました。 

これで会議を閉じます。 

決算特別委員会に付託された議案の審査と議事進行につきましては、委員各位

のご協力により、無事終えることができました。 

心からありがとうございました。 

 

吉村委員長 以上をもちまして、決算特別委員会を閉会いたします。 

 

 （閉会 午後０時３５分） 
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事務局長 

（中野重男君） 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

礼。 
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